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SNS の規制と地方自治体の対応について 

2026/1/27 

宍戸 常寿 

 

１ はじめに 

○前回発表（2025/1/28）「デジタル空間における情報流通の健全性の確保と地方自治・行

政への含意」 

○１年間のフォローアップ 

○自治体の対応 

 

２ この１年の動き 

2025 年 

2 月 トランプ大統領による EU の DSA批判 

4 月 情プラ法施行（削除対応の迅速化と透明性確保規律） 

4 月 鳥取県改正青少年健全育成条例施行 

4 月 犯罪対策閣僚会議国民を詐欺から守るための総合対策 2.0 

4 月 公職選挙法改正 

6 月 ギャンブル依存症対策基本法改正 

6 月 選挙運動に関する各党協議会によるメッセージ 

7 月 参議院議員選挙 

7 月 こども家庭庁青少年ネット利用環境整備検討会インターネットの利用を巡る青少年

の保護の在り方に関するワーキンググループ課題と整理 

9 月 AI 法施行 

9 月 自民党外国勢力によるデジタル情報干渉に対する緊急提言 

9 月 総務省デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会中間とりま

とめ 

9 月 法務省侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 

9 月 自民党総裁選 

10月 宮城県知事選挙 

12月 兵庫県インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例 

12 月 オーストラリア 2024 年オンライン安全法施行（ソーシャルメディア最低年齢枠組

み（SMMA）） 

12月 SMAJ デジタル空間の健全性確保に向けた業界イニシアティブ 

12月 ロイター通信、Meta社のプレイブック報道 

2026 年 

1 月 宮城県議会インターネット上の誹謗中傷等の対策に係る条例検討会 
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1 月 こども家庭庁青少年ネット利用環境整備検討会青少年インターネット環境整備法の

在り方等に関する検討ワーキンググループ 

1 月 鳥取県改正人権尊重の社会づくり条例施行 

 

3 情報流通プラットフォーム対処法等 

○情報流通プラットフォーム対処法 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html 

・権利侵害情報への対応に加えて、違法情報にも透明性確保規律を及ぼす（違法情報ガイド

ライン） 

○デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会中間とりまとめ 

・情報流通健全性確保検討会の取りまとめを受けて、デジタル広告（WG主査：曽我部教授）

及びデジタル空間における情報流通に係る制度（WG主査：山本龍彦教授）について検討 

・デジタル広告 

①なりすまし型偽広告への対応 

②商標権侵害等について PF モニタリングの指針 

③デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス 

・デジタル空間における情報流通に係る制度 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001016429.pdf 

・規制手法をめぐる議論 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001016429.pdf
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https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250929000299.html?iref=pc_photo_gallery_n

ext_arrow 

○SMAJ デジタル空間の健全性確保に向けた業界イニシアティブ 

 偽・誤情報等への適切な対処、情報の真正性の向上に資する取組、ステークホルダーとの

連携・協力に向けた取組、ICT リテラシー向上に関する取組、ユーザーの真正性の確保 

https://smaj.or.jp/wp-

content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB

%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7

%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5

%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86

%E3%82%A3%E3%83%96.pdf 

○論点 

 海外プラットフォーム事業者規制の難しさ、とくに収益化停止の問題 

 AI 法との調整 

 

4 誹謗中傷関係 

○情プラ法（旧プロ責法)による発信者情報開示の仕組みの合理化 

・AV ビットトレント問題の深刻化 

○侮辱罪の法定刑引上げ 

・法務省検討会：3 年後見直し→侮辱罪の科刑状況、事例集の公表→法改正しない見込み 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00215.html 

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250929000299.html?iref=pc_photo_gallery_next_arrow
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250929000299.html?iref=pc_photo_gallery_next_arrow
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://smaj.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/SMAJ-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96.pdf
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00215.html
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5 犯罪実行者募集情報・オンラインカジノ関係 

○国民を詐欺から守るための総合対策 2.0 

・2024 年闇バイト緊急対策との統合、犯罪実行者募集情報の削除等の取組を促進→IHC運

用ガイドライン、違法情報ガイドライン 

○オンラインカジノ問題 

・ギャンブル依存症対策基本法の改正：違法オンラインギャンブル等ウェブサイト等を提示

する行為の禁止、インターネットを利用して不特定の者に対し違法オンラインギャンブル

等に誘導する行為の禁止（検索は入らず）→IHC 運用ガイドライン、違法情報ガイドライ

ンの改正 

 

6 選挙関係 

○公職選挙法附則（令和 7 年 4月 2日法律第 19 号） 

（検討） 

３ 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況そ

の他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続

き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

○「選挙運動に関する各党協議会によるメッセージ―選挙におけるＳＮＳ利用の在り方と

「二馬力」行為への対応について―」（令和７年（2025 年）６月２７日） 

私たち「選挙運動に関する各党協議会」は、昨今、民主主義の根幹をなす大切な選挙にお

いて、ＳＮＳ上で偽・誤情報が流通したり、いわゆる「二馬力」行為が行われたりすること

は、選挙の公平・公正を阻害するとの問題意識を共有しました。 

これらの問題を解決すべく、法制化等に向け、引き続き議論・検討を行い、国民の皆様の

期待に応えられるよう努力いたします。 

プラットフォーム事業者の皆様には、健全で公正な選挙の実現のため、選挙時における

偽・誤情報、誹謗中傷の拡散や、それらを加速させる収益化プログラム、また不正・多重ア

カウントの問題について、引き続き改善の努力をお願いします。 

当選の意思のない候補者がほかの候補者を応援するいわゆる「二馬力」行為については、

立候補者が、自らの当選のために努力するという「宣誓書」の提出を求めることなど具体的

な方策を検討します。 

主権者たる国民の皆様には、ＳＮＳなどを価値的に活用され、日本の民主主義の発展に寄

与して下さることを期待いたします。 

とくに、ＳＮＳ上を飛び交う多くの情報について、その発信源や真偽を確認することを心

よりお願いいたします。国民が一丸となり、日本の民主主義、政治を健全に成長させていき

ましょう。 

○参政党とロシア選挙介入疑惑：グレーゾーン戦術、サイバー攻撃と偽情報のハイブリッ
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ド型の対応→自民党提言 

○平デジタル大臣記者会見（25/9/9） 

（問）現在一つ懸案として外国勢力による SNS 介入の問題があると思うのですけれど、こ

れについて残りの任期中に、在任中にどう道筋をつけていくかという点を伺えればと思い

ます。 

（答）これに関してはかなり私は問題意識を持って取り組んでまいりました。実際の担当大

臣は誰かといえば官房長官ということになるのだろうと思います。先般は自民党から緊急

提言を受け、官房長官のもとで内閣官房においてこういった事象に対する対応を強化する

ということを官房長官からご発言があったと思います。ということで大体の内閣官房の機

能強化ということで道筋はできたと思っており、今後官房長官のもとでこちらもしっかり

キャパシティビルディング、キャパビルをやっていただきたいと思いますし、その枠組みの

中で国家サイバー統括室も組み込まれていますので、担当大臣として必要な助言はしてい

きたいと思っています。 

○衆議院議員総選挙公示日総務大臣談話（26/1/27）：PFにも要請 

投票のための情報を集める方法は様々です。ＳＮＳ等インターネット上の情報には様々

なものがありますが、誰が発信したのか、事実を述べているのかなど、その情報の正確性を

的確に判断することが重要だと考えます。ＳＮＳ等の発信、拡散に当たっては、情報の真偽

をよく確かめてから発信することが必要です。 

 

7 こども関係 

○諸外国の動き 
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https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-

76c4-4583-8385-661ca9778c65/3932cb21/20260119_councils_internet-

kaigi_259543e6_04.pdf 

○国内での問題関心の高まり：コンダクトリスクの顕在化 

 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-

76c4-4583-8385-661ca9778c65/6a1ce814/20260119_councils_internet-

kaigi_259543e6_03.pdf 

 

8 自治体の動き 

○兵庫県条例 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/3932cb21/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_04.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/3932cb21/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_04.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/3932cb21/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_04.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/6a1ce814/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_03.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/6a1ce814/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_03.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/259543e6-76c4-4583-8385-661ca9778c65/6a1ce814/20260119_councils_internet-kaigi_259543e6_03.pdf
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/netjorei.html 

○鳥取県青少年健全育成条例 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/netjorei.html
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https://www.pref.tottori.lg.jp/320988.htm 

 

○鳥取県人権尊重の社会づくり条例 

（侵害情報の削除等） 

第８条の２ 県民は、自己に係る侵害情報（法第２条第６号に規定する侵害情報をいう。以

下同じ。）であって人権相談窓口に相談した事案に係るものについて、知事が当該侵害情報

に係る特定電気通信役務提供者又は発信者（法第２条第５号に規定する発信者をいう。以下

https://www.pref.tottori.lg.jp/320988.htm
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同じ。）に対し、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することを求めることができる。 

２ 知事は、前項の求めをした者（第４項において「被侵害者」という。）の権利が不当に

侵害されているにもかかわらず、特定電気通信役務提供者が侵害情報送信防止措置を講じ

ていないと認めるときは、協議会の意見を聴いた上で、当該特定電気通信役務提供者又は当

該侵害情報に係る発信者に対し、その理由を示した上で、期限を定めて、侵害情報送信防止

措置を講ずるよう要請することができる。 

３ 知事は、前項の要請を受けた発信者が正当な理由がないのに当該要請に応じないとき

は、協議会の意見を聴いた上で、当該発信者に対して、期限を定めて、当該要請に係る侵害

情報送信防止措置を講ずるよう命ずることができる。 

４ 知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた者が当該命令に

従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称（その者が法人である

場合にあっては、法人の名称及び代表者の氏名並びに所在地）及び当該命令の内容を公表す

ることができる。この場合において、当該公表による被侵害者の権利の保護に十分配慮する

ものとする。 

５ 第２項の要請、第３項の命令及び第４項の公表（以下「防止措置要請等」という。）は、

表現の自由に十分配慮して行わなければならない。 

６ 防止措置要請等は、その当事者が未成年者であるときは、当該当事者の心身への影響に

十分配慮して行わなければならない。 

→投稿者への削除命令を課す条例は初と見られる 

○宮城県ファクトチェック問題 

・記者会見（10/27） 

まず、1つ目は選挙のファクトチェックについてです。あのような形で一つの政党が全力

で 1人の候補者にかぶさってきて、徹底的に誹謗中傷や、デマをたたみかけてこられると、

残念ながらそれ以外にもやることがいっぱいありますので、一個人の事務所では対応でき

ないです。私の選挙は終わりましたので、私のためではなく、これから衆議院や参議院議員

選挙、首長選挙がありますから、そのときのために県として第三者的な立場でファクトチェ

ックをして、問題があれば告発をするということについて県警や、県の顧問弁護士を含めて、

どうすればいいのかを検討してほしいと指示しました。今後、衆議院議員選挙が行われたと

きに、それぞれの事務所や候補者からこういう事実があると言われたときに、県が中立的な

立場でしっかり調べた上で、問題があるならばそれを警察にちゃんと伝える。告発するのは

候補者ですけれども、その間を取り持つようなことができるかどうかということを、やると

は決めていませんが、まず宮城県として考えてみたいと思います。それが 1 つ目です。 

https://www.pref.miyagi.jp/site/chiji-kaiken/kk-251027.html 

https://www.pref.miyagi.jp/site/chiji-kaiken/kk-251027.html

